
令
和
五
年
四
月
二
十
七
日
付
け
広
島
県
公
告
（
危
険
物
の
取
扱
作
業
の
保
安
に
関
す
る
講
習
の
実
施
の
公

告
）
に
お
け
る
後
期
の
講
習
年
月
日
等
が
決
定
し
た
た
め
、
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
十
月
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 
 

一 

後
期
講
習
年
月
日
及
び
場
所 

講

習

日 

講

習

種

別 

場

所 

午

前 

午

後 

令
和
五
年
一
一
月
二
七
日 

 

そ
の
他 

廿
日
市
市 

令
和
五
年
一
一
月
二
八
日 

給
油
取
扱
所 

そ
の
他 

廿
日
市
市 

令
和
五
年
一
二
月
七
日 

 

コ
ン
ビ
ナ
ー
ト 

大
竹
市 

令
和
五
年
一
二
月
八
日 

コ
ン
ビ
ナ
ー
ト 
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト 

大
竹
市 

令
和
五
年
一
二
月
一
二
日 

そ
の
他 

コ
ン
ビ
ナ
ー
ト 

福
山
市 

令
和
五
年
一
二
月
一
三
日 

給
油
取
扱
所 

そ
の
他 

福
山
市 

令
和
五
年
一
二
月
一
四
日 

 

そ
の
他 
東
広
島
市 

令
和
五
年
一
二
月
一
五
日 

給
油
取
扱
所 

そ
の
他 

東
広
島
市 

令
和
五
年
一
二
月
一
九
日 

 

そ
の
他 

呉
市 

令
和
五
年
一
二
月
二
〇
日 

給
油
取
扱
所 

そ
の
他 

呉
市 

令
和
六
年
一
月
一
二
日 

給
油
取
扱
所 

そ
の
他 

三
次
市 

令
和
六
年
一
月
一
七
日 

 

そ
の
他 

三
原
市 

令
和
六
年
一
月
一
八
日 

給
油
取
扱
所 

そ
の
他 

三
原
市 

令
和
六
年
一
月
一
九
日 

給
油
取
扱
所 

そ
の
他 

尾
道
市 

令
和
六
年
一
月
二
三
日 

 

そ
の
他 

広
島
市 

令
和
六
年
一
月
二
四
日 

給
油
取
扱
所 

そ
の
他 

広
島
市 

令
和
六
年
一
月
二
五
日 

そ
の
他 

給
油
取
扱
所 

広
島
市 

注
一 

講
習
種
別
欄
の
「
給
油
取
扱
所
」
と
は
、
給
油
取
扱
所
に
お
い
て
危
険
物
の
取
扱
作
業
に
従
事
し



て
い
る
危
険
物
取
扱
者
を
対
象
と
し
た
講
習
で
あ
り
、
「
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
」
と
は
、
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト

等
特
別
防
災
区
域
内
の
製
造
所
等
に
お
い
て
危
険
物
の
取
扱
作
業
に
従
事
し
て
い
る
危
険
物
取
扱
者

を
対
象
と
し
た
講
習
で
あ
り
、
「
そ
の
他
」
と
は
、
前
二
者
以
外
の
危
険
物
の
取
扱
作
業
に
従
事
し

て
い
る
危
険
物
取
扱
者
を
対
象
と
し
た
講
習
で
あ
る
。 

 
 

二 

受
講
申
請
書
を
受
理
し
た
後
、
講
習
日
時
及
び
会
場
を
指
定
し
た
受
講
票
を
本
人
宛
に
送
付
す
る
。 

 
 

三 

受
講
人
員
の
状
況
に
よ
り
、
会
場
に
よ
っ
て
は
講
習
希
望
日
を
変
更
し
、
又
は
講
習
を
取
り
や
め

る
場
合
が
あ
る
。 

二 

受
講
申
請
書
の
受
付
期
間
等 

令
和
五
年
十
月
十
一
日
（
水
）
か
ら
令
和
五
年
十
月
二
十
四
日
（
火
）
ま
で
（
受
付
時
間
は
、
午
前
九

時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を
除
く
。
）
。
た
だ
し
、
土
曜
日
、

日
曜
日
を
除
く
。 

 
 

郵
送
の
場
合
は
、
令
和
五
年
十
月
二
十
四
日
（
火
）
ま
で
の
消
印
が
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
る
。 


